
仙台市障害福祉サービス指導課です。
お忙しい中研修にご参加いただきありがとうございます。
本講義では、感染対策のための取組及びＢＣＰ策定の義務化について説明い
たします。
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令和3年度の報酬改定で、運営基準において義務化となった取組みの一部に、
次の項目がございます。
①感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組
②業務継続計画の策定や研修・訓練等の実施

この2点については3年間の経過措置期間が設けられており、令和5年度現在は
「努力義務」となっておりますが、令和6年度以降は義務化となります。
令和6年4月1日より実施すべき取組について、それぞれご説明いたします。
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まず初めに、①の感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組 について
説明いたします。
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感染対策について義務付けられている取組みは、次の3点です。

1つ目が、感染症の予防及びまん延の防止のための委員会、通称「感染対策委
員会」の定期開催及び結果の周知
2つ目が、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の作成
そして3つ目が、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施
になります。

3つの取組みについて、具体的に説明いたします。
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まず、1つ目の「感染対策委員会」の定期開催及び結果の周知についてです。

感染対策委員会については定期的に開催する必要がございます。
訪問系・相談系のサービスを行う事業所においてはおおむね6月に1回以上、
その他通所系や入所系のサービスを行う事業所においてはおおむね3月に1回
以上行ってください。
ただし、この頻度は目安となりますので、感染症が流行する時期等を勘案し
必要に応じて随時開催していただくようお願いいたします。

また、委員会の構成メンバーは幅広い職種の者により構成することが望まし
く、それぞれの役割分担を明確にするとともに、
専任の感染対策担当者を決めておく必要がございます。
なお、看護師を配置している事業所については、看護師を感染対策担当者と
することが望ましいとされております。

委員会を開催した場合には、従業者に対し結果を周知することもお忘れない
ようお願いいたします。
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次に、2つ目の感染症の予防及びまん延の防止のための指針の作成 について
です。

指針には、「平常時の対策」として、事業所内の衛生管理や支援に係る感染

対策などを、

「発生時の対応」として、発生状況の把握、感染拡大の防止、関係機関等と

の連絡体制などを定めていただくようお願いいたします。
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最後に、3つ目の感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施
についてです。

研修及び訓練の実施頻度は、「研修」「訓練」のいずれについても、
訪問系・相談系のサービスを行う事業所においては年1回以上、
その他通所系や入所系のサービスを行う事業所においては年2回以上、それぞ
れ実施する必要がございます。

「研修」については新規採用時にも実施し、
事業所内で調理等を委託する場合には、受託者に対しても指針を周知してい
ただくようお願いします。
また、研修の実施内容についても記録することが必要です。

「訓練」については、指針・研修内容に基づき、役割分担の確認や、感染対
策をした上での支援の演習を行うなど、
机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせて実施することが望まれま
す。
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次に、②の業務継続計画の策定や研修・訓練等の実施について説明いたしま
す。
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業務継続計画に関して義務付けられている取組みは、次の3点です。

1つ目が、サービスの提供を継続的に実施するための計画の策定
2つ目が、策定した計画について定期的な研修及び訓練の実施
そして3つ目が、策定した計画の定期的な見直し になります。

次のスライドからは、これら3つの項目に関してそれぞれ説明させていただき
ます。
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まず1つ目の「サービスの提供を継続的に実施するための計画の策定」につい
てです。

資料の中に計画に記載が必要な項目を記載しています。

①の感染症に係る計画については、
平時からの備え、初動対応、それから感染拡大防止体制の確立の記載が必要
になります。

また、②の災害に係る計画については、
平常時の対応、緊急時の対応、それから他施設及び地域との連携の記載が必
要になります。
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続いて2つ目の「策定した計画について定期的な研修及び訓練の実施」について
です。

資料の中に研修並びに訓練の実施に関する留意点を記載しています。

①の研修の実施に関する留意点について、
・研修は、定期的に開催する必要があります。（年に1回もしくは2回以上）
・研修の内容を記録する必要があります。
・感染症の計画に係る研修は、感染症の予防及びまん延防止の研修と併せて実施
することも可能です。

また、②の訓練の実施に関する留意点について、
・訓練は、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害発生時に実践する支援の演
習等を定期的に実施する必要があります。（年に1回もしくは2回以上）
・感染症の計画に係る訓練は、感染症の予防及びまん延防止の研修と併せて実施
することも可能です。
・訓練の実施は、机上も含めてその実施方法を問わないものの、机上及び実地で
実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切になります。

資料下段に記載しておりますが、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連
携して取組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全
ての従業者が参加できるようすることが望ましいです。
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最後に3つ目の「策定した計画の定期的な見直し」についてです。

計画において重要な取組みは、あらかじめ担当者を明確にし、情報を確実に
把握したうえで、全体の意思決定者により指示が的確に出せるような仕組み
が必要です。

そのための取り組み例を資料中に記載しております。

計画は研修や訓練での課題等も踏まえて、定期的に計画の見直しを行い必要
に応じて変更を行う必要があります。

なお、BCP策定に係る義務化については、仙台市の令和4年度第2回集団指導
でもご説明しております。
仙台市ホームページに再掲載しておりますので、適宜ご覧ください。
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最後に、厚生労働省が公開しているマニュアルやガイドラインをご案内しま
す。

「感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組」や「業務継続計画の策
定」に関しては、
画面にて表示しておりますＵＲＬからご覧いただけます。
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また、自然災害発生時の業務継続ガイドライン等については、表示しており
ますＵＲＬからご覧いただけます。
研修動画のＵＲＬも記載しておりますので、計画策定のご参考にしてくださ
い。

私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
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